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当事業所はご利用者に対して定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供します。 

事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 
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１．事業所運営法人 

（１）  法 人 名  社会福祉法人ＩＧＬ学園福祉会 

（２）  代 表 者 氏 名  理事長  永 見  憲 吾 

（３）  法 人 所 在 地  広島市安佐南区上安六丁目３１番１号 

    (連絡先及び電話番号等)  法人本部 （０８２）８３０-３３３２ 

（４）  設 立 年 月 日  昭和 ５５ 年 １０ 月  ８日 

（５）  ホームページ   http://www.igl.or.jp/  

 

２．事業所の概要 

（１）事 業 所 の種 類  指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

令和 ２ 年 ４ 月 １ 日指定  第 3490201419 号 

（２）事 業 所 の目 的  利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、

自立した日常生活を営むことができるよう定期巡回・随時対応型訪問介護看護サ

ービスを提供する事を目的とします。 

（３）事 業 所 名  ＩＧＬ訪問サービス舟入２４ 

（４）事業所の所在地  広島市中区舟入南一丁目 8 番 8 号 

（５）電 話 番 号  （０８２）２３５－３３８２ 

（６）管 理 者 の氏 名  管理者 田頭 徹男 

（７）開 設 年 月 日  令和２年 ４月 １日 

 

３．事業の目的及び運営方針 

 利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう、定期的な巡回または随時通報によりその居宅を訪問し、安心してその居宅において生活を送

ることができるよう援助することを目的とします。 

 （１）要介護状態にある方に対し、適正な訪問介護を提供することにより要介護状態の維持、改善を目的とし、

目標を設定して計画的なサービスを提供します。 

 （２）事業の実施に当たっては関係市町村、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地域の保険・

医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供を図ります。  

 

４．事業実施地域及び営業時間 

  （１）通常の事業の実施地域 

    中区 ：江波・国泰寺・吉島圏域 

    西区 ：観音・庚午圏域 

    ※ 当実施区域内では、交通費はサービス利用料金に含まれています。但し、事業実施区域外の地

域においてサービスを行う場合は、越えた地点から目的地まで、それに要した交通費の実費を徴

収させていただきます。 

  （２）営業日及び営業時間 

    営 業 日  年中無休（３６５日）とする。 
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    営 業 時 間  ２４時間 

 

５．事業所の職員体制 

  当事業所では、利用者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを提供する職員として、

以下の職種の職員を配置しています。 

職 職務内容 人員数 

管理者 

１ 事業所の職員・業務の管理を一元的に行います。 

２ 法令等において規定されている指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の実施に関し、職員に対し遵守すべき事項に

おいて指揮命令を行います。 

常勤 １名 

計画作成責任者 

オペレーター 

訪問介護員兼務 

計画作成責任者 

１ 適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成します。 

２ 利用の申込みに係る調整等のサービスの内容の管理を行

います。  

常勤 6 名 

管理者 

オペレーター 

訪問介護員兼務 

オペレーター 

１ 利用者又はその家族からの通報に対応します。 

２ 計画作成責任者及び定期巡回サービスを行う訪問介護員

と密接に連携し、利用者の心身の状況等の把握に努めま

す。 

３ 利用者又はその家族に対し、相談及び助言を行います。 

４ 事業者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の利用の申込みに係る調整を行います。 

５ 訪問介護員等に対する技術的指導等のサービス内容の利

用の申込みに係る調整を行います。 

 

常勤 ７名 

 

管理者 

計画作成責任者 

訪問介護員 

兼務 

訪問介護員 

定期的な巡回により利用者の居宅を訪問し、排せつの介護、

日常生活上の世話等のサービスを行うほか、利用者からの通

報によりその者の居宅を訪問し、日常生活上の緊急時の対応

等の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行い

ます。 

常勤 ７名 

管理者 

オペレーター 

計画作成責任者

兼務 

※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

 

６．当事業所が提供するサービスと利用料金 

  当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 

＜サービスの概要＞ 

（１）オペレーションセンターサービス 

あらかじめ利用者の心身の状況、環境等を把握したうえで、随時、利用者又はその家族からの通報を

受け、通報内容等を基に相談援助を行う。緊急の通報を受けて適切な対応を取ります。 

（２）定期巡回サービス 

利用者の尊厳を保ち、可能な限り在宅での生活を送ることが出来るよう、居宅サービス計画に沿って、
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定期的にサービスを提供します。入浴、排泄、食事の介護や日常生活上の援助を行います。 

（３）随時対応サービス 

利用者に対し、２４時間対応可能な窓口を設置し、当該窓口に利用者からの電話回線その他の通信

装置等による連絡又は通報等を受け、内容に応じて相談や訪問等の対応をいたします。 

＊通報が複数重なる場合は、内容の緊急性で優先順位を決めて対応します。あらかじめご了承ください。 

（４）その他のサービス 

居宅介護支援事業者及び他の介護サービス事業者などへの連絡、調整を行います。 定期巡回・随

時対応型訪問介護看護計画書の作成。 必要に応じて、サービス内容の変更を柔軟に行います。 

 

＜利用料金について＞（別紙利用料金表参照） 

（１）サービス利用料金 

①要介護認定を受けていない方でも、要介護認定等の申請と同時にサービスの利用は可能ですが、非

該当と判定された場合、全額自己負担が発生することがあります。 

②定期巡回・随時対応型訪問介護看護料（介護保険給付サービス利用者負担金）は、介護度により異

なります。 

③月途中からの利用開始や、月途中での利用中止の場合日割り日額を乗じた利用料となります。 

④ケアコール機は事業所から貸し出します。通信にかかる通信料は、原則利用者負担となります。 

⑤ケアコール端末機の故障・紛失・水没 ケアコール端末機の故障・紛失・水没等については、利用者の

故意又は過失に起因するものに関しては利用者負担となります。それ以外の故障等については、事業

者の負担となります。 

（２） その他のサービスの概要と利用料金 

  ①複写物の交付 

   利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実

費をいただきます。  

  ②交通費 

   通常の事業の実施地域以外の地域においてサービスを行う場合は、越えた地点から目的地まで、それ

に要した交通費の実費を請求するものとする。なお、事業所の自動車を使用した場合は、走行距離１キ

ロメートルにつき３０円を乗じ請求させていただきます。（円未満切捨て） 

（３）利用料金のお支払い方法 

前記の料金・費用については、毎月１５日までに前月分の請求書を発行し、利用者指定口座からの引き

落としとなります。振替日は毎月２６日（但し、土日祝日は翌営業日）となっております。（１か月に満たな

い期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

※ 原則として利用者指定口座からの引き落としとしておりますが、他のお支払い方法の希望がある場合

は、ご相談下さい。 

※ 利用料金の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から３か月以上遅延した

場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いただくことがあります。 
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７．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う訪問介護員 

サービス提供にあたり、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。  

（２）訪問介護員の交替 

①利用者からの交替の申し出 

選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事

情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることができ

ます。ただし、利用者から特定の訪問介護員の指名はできません。 

②事業者からの訪問介護員の交替事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。  

訪問介護員を交替する場合は、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じな い

よう十分に配慮するものとします。 

（３）サービス実施時の留意事項 

①定められた業務以外の禁止  

利用者は「５．当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼すること

はできません。 

②訪問介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者は訪問介護サ

ービスの実施にあたって利用者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。 

③備品等の使用  

訪問介護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させていただきま

す。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。 

（４）サービス内容の変更 

サービス利用当日に、利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サ

ービス内容の変更を行います。 

（５）訪問介護員の禁止行為 

訪問介護員は、利用者に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。 

①医療行為   

②利用者もしくはその家族等からの金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

③利用者又は家族からの金銭、物品、飲食又は高価な物品の授受 

④利用者の家族等に対する訪問介護サービスの提供 

⑤利用者の日常生活の範囲を超えた訪問サービスの提供（大掃除、庭掃除など） 

⑥利用者の居宅で飲酒、喫煙、飲食 

⑦身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するための

緊急やむを得ない場合を除く) 

⑧利用者もしくはその家族等に対しての宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

 

８．苦情の受付について 

（１）苦情の受付 

当事業所に対する苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。  
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苦情受付窓口（担当者） ： オペレーター 三吉 淳子 

管 理 者 ： 管理者 田頭 徹男 

受付時間 ： 毎週月曜日から土曜日  8 時 30 分～17 時 30 分 

電話番号 ： ０８２－２３５－３３８２ 

（２）円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

①苦情受付担当者の判断において軽微な苦情であれば事業所の職員と協議の上、利用者に結果をお

知らします。 

②事業所単独での解決が困難な場合は関係機関に連絡・相談し、解決を図っていくか、調整を依頼しま

す。（地域社協・県国保連合会等） 

③法的な対応が必要な場合は、法人の顧問弁護士、税理士、社会保険労務士等に相談し対応します。 

（３）行政機関その他苦情受付機関 

広島市健康福祉局 

高齢福祉部 

介護保険課事業者指導係 

所在地 広島市中区国泰寺町一丁目６－３４ 

電話番号 （082）504-2183 ・ＦＡＸ (082)504-2136 

受付時間   ８：３０ ～ １７：１５ 

広島市西区役所厚生部 

福祉課高齢介護係 

所在地  広島市西区福島町二丁目 24番 1号 

電話番号 (082)294-6585・ＦＡＸ （082）294-6311 

受付時間   ８：３０ ～ １７：１５ 

広島市中区役所厚生部 

福祉課高齢介護係 

所在地  広島市中区大手町四丁目 1番 1号 

電話番号  (082)504-2478・ＦＡＸ  (082) 504-2175 

受付時間   ８：３０ ～ １７：１５ 

国民健康保険 

団体連合会 

所在地  広島市中区東白島町19－49 国保会館 

電話番号 (082)554-0783・ＦＡＸ (082) 511-9126 

受付時間   ８：３０ ～ １７：１５ 

広島県社会福祉協議会 

所在地  広島市南区比治山本町 12－2 

電話番号  (082)254-3419・ＦＡＸ  (082) 569-6161 

受付時間   ８：３０ ～ １７：００ 

（４）第三者評価の実施状況 ： 実施なし 

 

９．サービス利用に当たっての留意事項 

（1）利用者又はその家族は、体調の変化があった際には事業所の職員にご一報ください。 

（2）緊急時の随時訪問を確実に行うため、合鍵をお預かりします。合鍵はキーボックスにて 保管します。 

（3）職員に対する贈物や飲食のもてなしは、お受けできません。 

 

１０．非常災害対策 

事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と連絡を密にし、

とるべき措置についてあらかじめ防災計画を作成し、防災計画に基づき、職員等の訓練を行います。 

 

１１．業務継続計画の策定等 

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対しサービスの提供を継続的に実施するため 
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の、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、 

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。 

２ 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に

実施します。 

 

１２．緊急時の対応 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合及びその他事業所が必要と判断した場合は、速やか

に主治の医師への連絡を行う等必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡をしま

す。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じます。 

 

１３．事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係医療機関等への連絡を行うなど必要な

措置を講じます。 

事故の状況及び事故に際してとった処置・経過を記録し、原因の分析、再発防止のための取組を行います。 

また、利用者に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合に

は、損害賠償を速やかに行います。 

 

１４．人権擁護及び高齢者虐待防止のための措置 

事業所は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、その責任者を設置する等必要な体制の整備を

行うとともに、その職員及び管理者に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとします。 

２ 人権擁護・虐待防止責任者には、管理者を充てます。 

３ 組織運営の健全化 

（１）介護の理念、事業所の運営方針を明確化し、職員間で共有します。 

（２）個々の職員の職位・職種ごとの責任や役割を明確化します。 

（３）運営やサービスの自己評価を実施し、利用者等、家族等との情報共有を図ります。 

４ 職員の負担やストレスへの対応 

（１）作業手順の見直し、柔軟な人員配置を行い、負担の大きい夜勤者のいる事業所については、配慮

を行います。 

（２）職員のストレスの把握、職員間の声掛けなど悩み相談の体制の整備を行います。 

５ チームアプローチ、職員間の連携 

（1）個別のケースに対応する関係職員の役割を明確化します。 

（２）情報共有、ケア方針の決定の仕組みや手順を明確化します。 

６ 職業倫理、法令遵守の意識の啓発 

（１）提供しているケアが利用者等本位のケアであるかを検証します。 

（２）目標とする介護の理念を職員間で共有します。 

７ ケアの質の向上 

（１）アセスメント結果に基づく、個別の状況に即したケアを検討します。 

（２）アセスメントの活用方法について具体的、実践的な技術を習得します。 
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（３）認知症や各種障害等の理解、最新の介護技術の習得のための研修を実施するほか、虐待防止の

ための定期的な所内勉強会を実施し、研修の機会を確保します。 

８ 家族等の介護者の高齢者虐待の理解促進のための支援や啓発活動を実施します。 

９ 虐待が疑われる事例を発見した場合は、市町村等関係機関へ報告します。 

 

１５.虐待防止に関する事項 

事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとします。  

①虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする）を

定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

② 虐待防止のための指針の整備 

③ 虐待防止のための定期的な研修の実施  

④ ①～③号に掲げる措置を適切に実施するための担当者は管理者を充てます。 

２ 当事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する

者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

１６．秘密の保持と個人情報の保護について 

 (１)事業者及び職員は、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保守します。また、退職後に

おいてもこれらの秘密を保守すべき旨を、職員との雇用契約の内容としています。 

（2）事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の

個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、

サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

  

１７．利用者の尊厳 

利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、職員教育を行います。 

 

１８．身体拘束の禁止 

原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。但し、緊急やむを得ない

理由により拘束をせざる得ない場合には、事前に利用者及びその家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、

その対応及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 

 

１９．損害賠償について 

 当事業所において、事業者の責任によりご利用者様に生じた損害については、事業者は速やかにその損害

を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

但し、損害の発生について、ご利用者様に故意又は過失が認められた場合には、ご利用者様の置かれた心

身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、事業者の損害賠償責任を減じさせていただ

きます。 

 

２０．合鍵の管理方法等について 
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 （1）随時対応の緊急訪問が適切に行えるように合鍵をお預かりします。預かった鍵は、事業所のキーボックス

にて保管します。 

 （2）合鍵の紛失、盗難等の事故が起きた場合は、すみやかに対処し、ご通知いたします。 

 （3）サービス終了時や返却のご要望があった場合は、速やかに返却といたします。 

 （4）スペアーキー作成の必要がある場合には、費用は利用者負担となります。 

 （5）合鍵の預かり同意を鍵預書にて行います。 
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令和   年   月   日 

 

 

ＩＧＬ訪問サービス舟入２４ 利用同意書 

 

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明及

び契約書第 13 条（守秘義務等）の説明を行いました。 

 

  

 説明者職名                    氏名 

 

 

 

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの利用開始するにあたり、本書面に基づいて事業者から

重要事項の説明を受け、十分に理解した上で同意いたします。 

契約書第 13 条（守秘義務）による、事前の同意を致します。 

 

 

 

利用者 住 所 

               氏 名                                印 

 

家族等 住 所 

               氏 名                                印 

               電話番号 

 

代筆者 氏 名 

               利用者との関係（                            ） 

               代筆理由 

 


